
電話

（第 ５ 章）

（第 ２ 節）

（第 １

①

②

③

①

②

北広島市

作成日二見孝二

事務事業開始年度

(ここから成
 果指標を導
 きます）

施策）

内線７５５

課長職名 平成２０年５月２０日

　平成16年度　入居率98.8％　応募状況 3.6倍　修繕費9,518千円(129件)
　平成17年度　入居率98.2％　応募状況10.6倍　修繕費8,049千円(116件)
　平成18年度　入居率98.5％　応募状況　- 倍　修繕費6,873千円(106件)
　平成19年度　入居率98.7％　応募状況13.0倍　修繕費6,682千円(87件)

　空家に対する入居者募集
　修繕　7,350千円を予定
　建替え事業による(新)西の里団地15戸の管理開始

根拠法令等

右城君彦

住宅

高い都市機能をもち、活力にあふれるまち

　公営住宅法

　平成２０年度事務事業評価調書（継続用）

１　計　画　（プラン）

上位施策との関連 章

別紙１

作成部署 建設部建築課

部長職名

市営住宅管理運営事務

(何をねらっている
 のか。対象をどの
 ような状態にした
 いのか)

戸

収納額/調定額

入居戸数/入居可能戸数【＝(管理戸
数)－(建替･修繕で募集不可の戸数)】

【指標の定義（算式等）】

家賃等収納率(現年度)

％ 95.90

99.40

312入居戸数

市営住宅の入居率

319

％

313

98.00

99.40

313

97.00

④＝②×③ 16,20015,300

9,0009,000

18年度（決算）

国支出金

19年度（決算）

2,675その他特財 3,950

道支出金

324 316

18年度

指　　　　　標　　　　　値

19年度単位 21年度（目標）20年度（目標）
指　　　標　　　名

315315

戸

戸

350332 340 346

39,600

16,200

97.90

　総　事　業　費 ①＋④ 26,916 33,466

98.50 98.70

人  件  費
（概算）

②人　数（年間）

③1人当り年間平均人件費

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

1.80

9,000

16,200

32,694

1.80

9,000

 活動指標
(事務事業の
 活動量や実
 績）

 成果指標
(目的の達成
 度を測るも
 のさし）

市営住宅管理戸数

入居可能戸数

【指標の定義（算式等）】

23,400

区　　　　分

1.70 1.80

11,616 17,266①合　計

15,6006,453

12,0568,941 5,711

直接事業費

16,494

地方債

一般財源

手　　段

整理番号 25-7

目　　的

意　　図

事務事業名

節

 市が行った
(行う)事務事
業の具体的な
実施内容

〃  終了予定年度

事務区分

（総合計画での
  位置付け） 施策

■自治事務　　□法定受託事務　

公営住宅の整備

対　　象
(誰､又は何を)

19
年
度
ま
で

1,260

20年度（予算） 21年度（予定）

（単位：千円）

２　実　施　（ドゥ）

【事業費の推移】

20
年
度

3,500

　住宅に困窮する低額所得者等に低廉な家賃で供給するため、340戸(建替え事業
で一部除却により平成19年度末では332戸)の市営住宅を管理運営する。

4,330 4,300

　住宅に困窮する低額所得者、高齢者世帯、身体障害者世帯



□

■

□

□

□休・廃止

有
効
性

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

 法律で実施が義務付けられている事務事業か

3
公
平
性

　量的には低家賃住宅の供給の効果は得られてお
り、管理経費が家賃収入を大きく下回っているこ
とから概ね効率的と判断する。

効
率
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か。
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か。
　（手段有効度合）

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か。
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か。
　（公共性・公益性の度合）

　量的な目標は概ね達成しているが、近年は住環
境などの質的な向上が求められ、老朽化住宅の建
て替えまでの管理に工夫が必要となる。

2

選択理由、説明等
評
点

整理番号 25-7

妥
当
性

チェック項目

３　評　価　（チェック）

現状継続

【１次評価】

　１次評価のとおり。
　（老朽化住宅の建替えまでの間、いかに住環境を維持するかが課題であるが、修繕等について
は建替えを視野に入れて効果的に実施する。また、管理面では平成18年度に導入した住宅管理ｼｽ
ﾃﾑを活用し、収納事務などの効率化を進める。
　北海道住宅管理公社等への管理委託や指定管理者の導入を検討したが、費用や業務範囲の面で
効果的とは言えず、現時点では直営で管理する。）

■現状継続
□見直し

今後の方向性

【２次評価】

[※参考]

前年度の
２次評価

民間活力の活用性評価
（事業担当部局が評価）

判　　定

　入居可能住宅の入居率はほぼ100％に近く、低家
賃住宅に対する社会的要求は高い。低家賃住宅供
給には福祉政策的意味も含め、行政の関与が不可
欠である。(公営住宅法第3条)

3

今後の方向性

今後の方向性（課題と解決方法等）【外部評価】

外部評価
委員会の
総合判定

□統合

□終了

□統合

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか。（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか。
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　　■有　　　　□無

・受益者負担は適正か。
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
　ていないか。

　受益者負担としての家賃は法令で定められてお
り、概ね適正である。

評点区分 　　４　適切　　　　３　概ね適切　　　　２　改善の余地がある　　　　１　不適切

　 内部評価委員会
   の総合判定

　老朽化住宅の建替えまでの間、いかに住環境を維持す
るかが課題であるが、修繕等については建替えを視野に
入れて効果的に実施する。
　また、管理面では平成19年度から稼動している住宅管
理ｼｽﾃﾑを活用し、収納事務などの効率化を進める。
　北海道住宅管理公社等への管理委託や指定管理者の導
入を検討したが、費用や業務範囲の面で効果的とは言え
ず、現時点では直営で管理すべきと判断する。

　１次評価のとおり。

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止

今後の方向性

□拡大重点化

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

■現状継続
□見直し

　 事務事業担当
　 部局の総合判定

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

□拡大重点化

□終了

□拡大重点化
□現状継続
□見直し


